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高齢者施設の複雑な制度

老人ホーム 老人福祉法に規定

特定施設、グループホーム等 介護保険に規定

介護保険三施設 介護保険に規定

地域密着型サービスに分類される事業所

サービス付き高齢者向け住宅

シェアハウス ただのアパート?? 

無認可老人ホーム

居住系サービス事業所という呼称が用いられる。



老人ホーム

老人福祉法に規定

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

軽費老人ホーム(ケアハウス)

有料老人ホーム



厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038009_1.pdf



特定施設入居者生活介護の事業所
(特定施設)

（１）介護付き有料老人ホーム

（２）ケアハウス

（要介護者等を対象にした軽費老人ホーム）

（３）サービス付き高齢者向け住宅

など、所定の要件を満たした

高齢者向けバリアフリー集合住宅

以上で特定施設の基準に合致し、都道府県に届け出、介
護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの



特定施設入居者生活介護

所定の要件を満たした高齢者向けバリアフリー
集合住宅の介護保険被保険者、に対する給付で
ある。

基本的には看護師の設置が必要で、月あたり
の定額制で給付される。このため、外部からの訪
問看護は実施できない。

これらの施設は、必ずしも「特定施設」を取得し
なくても運営できる（その場合、外部からの訪問
看護を実施できる）。介護保険の特定施設入居
者生活介護を受けたいときに、それを取得するこ
とになる。



介護保険三施設
介護保険の施設サービスはこの三者のみ

①介護老人福祉施設

老人福祉法での特別養護老人ホーム

県に介護保険給付の申請をして指定を得る

②介護老人保健施設

最初から介護保険に定められた施設

③介護療養型医療施設 介護医療院

介護療養型医療施設は６年間の移行期間で廃止(2023)された。

介護医療院は医療施設ではない。



サービス付き高齢者向け住宅

国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者
の居住の安定確保に関する法律」（高齢者住ま
い法）2011年改正でできた制度。

それまでの、高齢者円滑入居賃貸住宅（高円
賃）・高齢者専用賃貸住宅（高専賃）・高齢者向
け優良賃貸住宅（高優賃）の3つを一本化する
形で、「サービス付き高齢者向け住宅」制度が
創設された。

基本的に個室、バリアーフリーで、医療・介護と
の密接な連携でケアを提供する建前である。



地域密着型サービスに分類

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護(2012年新設)

基本的に当該市町村・特別区に住む人だけが受

けられるサービス。介護保険の事業所は基本的に
都道府県知事の指定を受けるが、「地域密着型サ
ービス」は市町村長の指定を受ける。



小規模多機能型居宅介護

訪問・通所・泊まりの三つの機能を持つ事業所で
行われるケア。



認知症対応型共同生活介護

いわゆる「グループホーム」の活動。

グループホームとは、活動能力のある認知症患
者数人（５～９名程度）が介護者とともに生活し、
料理・洗濯や掃除、その他の作業などを介護者
と行い、「残った機能」を発揮しながら過ごす施
設である。

このような施設に収容することで、当然、家族介
護の軽減にもなる。



地域密着型
特定施設入居者生活介護

定員２９人以下の有料老人ホームに適用される。

入居者は要介護者およびその配偶者のみ。

このような特定施設を「介護専用型特定施設」と
呼ぶ。



地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護

 定員２９人以下の特別養護老人ホームに適用
される。



看護小規模多機能型居宅介護
(2013(平成24)年新設)

小規模多機能型居宅介護と看護の機能を有した
サービス。

利用者の状態に応じた通い・泊まり・訪問（介護・
看護）サービスを柔軟に提供する。



シェアハウス

基本的にはアパートと考えられる。

所得階層の低い高齢者に対応する。



無認可老人ホーム

浦安市での老人介護事業所での虐待を契機に
厚生労働省がつくった言葉

2007年１月２９日、浦安市にある「ぶるーくろす癒
海館」の入居者に対して虐待の疑いがあるとの
通報があり、千葉県及び浦安市が立入検査等を
実施した。

その結果、入居者の処遇に関する不当な行為
等が認められたため、当該施設の設置者に対し
５月１６日付けで立入検査結果を通知し、強い遺
憾の意の表明及び再発防止を申し入れた。



厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038009_1.pdf



ユニットケア
(新型特養)

特別養護老人ホームで最初に試みられた

画一的ではなく、少人数の人たちがかかわること
によるケアの深化を目指したもの



逆デイサービス

特別養護老人ホームなどで試みられた

より人間的な生活を取り戻すためのケア



介護事業所・生活関連情報検索「介護
サービス情報公表システム」

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/



ご静聴ありがとうございました

医師 和田忠志


